
令和５年．１２月

令和６年度 近畿総合体育大会 ソフトテニス競技 の地域クラブ活動参加資格の特例についての細則

（近畿総体）

近畿中学校体育連盟ソフトテニス専門部

１ 府県中体連主催大会に参加を認める条件として、団体・生徒は次の条件を満たすものとする。

（１）全国中学校体育大会開催基準および、近畿中学校総合体育大会開催基準の参加資格の特例を満た

すこと。

（２）府県中体連および、競技団体である各府県ソフトテニス連盟に登録していること。

２ 地域クラブ活動は、各府県総体に、各府県中体連および専門部が認めた形式（予選とする大会・チーム

数やペア数など）で参加するものとする。

３ 生徒の、地域クラブ活動・中学校部活動での二重登録は認めない。

４ 生徒は年度途中に 中学校部活動や地域クラブ活動の間で移籍した場合、原則その年度内は「中体連主

催の大会」や「次年度の総体予選となる大会へのシード権を得られる大会」への出場はできない。

５ 監督・コーチは原則年度内は、複数の地域クラブ活動や中学校部活動で近畿総体育やその予選となる府

県内の大会に参加することはできない。

６ 地域クラブ活動は、中体連主催の大会においては、その大会要項・運営については中体連に一任する

ものとする。

７ 地域クラブ活動には、必ず（公財）日本スポーツ協会公認の「コ ーチ１」以上の資格を有する者が在籍

しており、大会においてベンチ入りする者はその資保あること。

（ ただし、当該年度は取得中の者でも可とする ）

８ 本細則に加えて、各府県で細則を付け加えることができる。


